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3月決算に向けて最低限ここを押さえる
海外子会社監査に関する

親会社の最終チェックポイント

こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●海外子会社の監査が遅れることにより連結全体の監査が遅れる場合がある。
●親会社経理は受け身ではなく、連結財務諸表における海外子会社の監査のしくみを
理解し、親会社監査人のみならず、海外子会社の監査人からも情報入手する姿勢
が求められる。
●問題が生じた際は、正確な情報把握に加え、親会社監査人との早めの議論が重要
である。

BEYOND BOUNDARIES
角元公認会計士事務所代表
公認会計士

角元　兼太郎

は
じ
め
に

近
年
、
ニ
デ
ッ
ク
㈱
や
近
畿
車
輛
㈱
な

ど
海
外
子
会
社
の
監
査
遅
延
に
よ
り
決
算

発
表
が
延
期
さ
れ
た
事
例
が
見
受
け
ら
れ

て
い
る
。
海
外
子
会
社
の
監
査
の
遅
延
に

よ
り
、
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
親
会
社
の

経
理
担
当
者
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。海

外
子
会
社
の
監
査
の
状
況
は
構
造

上
、
親
会
社
経
理
か
ら
把
握
し
づ
ら
い
。

よ
っ
て
問
題
を
把
握
し
た
時
に
は
深
刻
な

状
況
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な

い
。
海
外
子
会
社
を
多
く
持
つ
会
社
に

と
っ
て
は
、
海
外
子
会
社
由
来
の
連
結
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
遅
延
は
対
岸
の
火
事
で
は

な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
海
外
子
会
社
の
監
査
を
数
多

く
担
当
し
て
き
た
知
見
を
も
と
に
、
海
外

子
会
社
に
多
い
12
月
決
算
の
財
務
諸
表
を

3
月
決
算
の
親
会
社
が
３
カ
月
遅
れ
で
取

り
込
む
場
合
に
お
い
て
、
親
会
社
経
理
が

今
か
ら
で
も
で
き
る
対
策
を
解
説
す
る
。

ま
た
、
監
査
役
も
会
計
監
査
人
の
監
査
を

利
用
す
る
た
め
、
本
稿
の
内
容
が
参
考
と

な
る
だ
ろ
う
。

構
造
上
の
問
題
点

そ
も
そ
も
、
海
外
子
会
社
の
監
査
の
進

捗
は
、
海
外
子
会
社
と
そ
の
監
査
人
の
問

題
で
あ
る
。
海
外
子
会
社
ら
が
管
理
す
べ

き
事
項
ゆ
え
、
親
会
社
経
理
が
と
や
か
く

口
を
出
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、

至
極
真
っ
当
な
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
海
外
子
会
社
の
監
査
の
悪
影

響
は
最
終
的
に
、
連
結
財
務
諸
表
作
成
や

そ
の
監
査
に
及
ん
で
し
ま
う
た
め
、
親
会

社
経
理
も
海
外
子
会
社
の
監
査
状
況
を
把

握
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
自

ら
積
極
的
に
海
外
子
会
社
の
監
査
人
の
情

報
を
直
接
的
な
い
し
間
接
的
に
入
手
す
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

な
ぜ
、
親
会
社
経
理
が
受
け
身
の
姿
勢

だ
と
問
題
な
の
か
、
構
造
上
の
問
題
を
説

明
す
る
。
親
会
社
、
海
外
子
会
社
、
親
会

社
監
査
人
、
海
外
子
会
社
監
査
人
の
情
報

の
流
れ
を
次
頁
図
表
1
で
示
し
た
。

海
外
子
会
社
監
査
人
は
、
海
外
子
会
社

と
監
査
を
通
じ
て
関
係
す
る
。
そ
し
て
親

会
社
監
査
人
と
文
書
に
よ
る
報
告
を
中
心

と
し
て
関
係
を
持
つ
。
図
表
１
の
点
線
部

の
よ
う
に
、
海
外
子
会
社
監
査
人
が
親
会

社
に
直
接
連
絡
す
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
、

ま
た
、
親
会
社
監
査
人
と
海
外
子
会
社
が

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
も
ほ
と

実  務実  務
解説
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ん
ど
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
で
子
会
社
が
国
内
に
あ
る
場
合
を

考
え
て
み
よ
う（
図
表
２
）。

構
造
自
体
は
同
じ
だ
が
、
国
内
子
会
社

の
監
査
人
は
親
会
社
監
査
人
の
チ
ー
ム
が

同
じ
、
も
し
く
は
兼
任
す
る
メ
ン
バ
ー
が

い
る
場
合
が
多
い
。
図
表
１
と
比
較
す
る

と
、
親
会
社
監
査
人
と
子
会
社
監
査
人
の

重
な
る
部
分
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
日
頃

か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
い
る

ど
こ
ろ
か
、
メ
ン
バ
ー
が
同
じ
で
言
語
の

壁
も
な
い
た
め
、
問
題
が
生
じ
て
も
す
ぐ

に
共
有
し
や
す
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

海
外
子
会
社
の
場
合
に
話
を
戻
す
と
、

会
計
上
の
論
点
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
上
の
問

題
が
生
じ
た
と
き
は
、
海
外
子
会
社
監
査

人
は
海
外
子
会
社
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
る
こ
と
で
解
決
を
図
り
、
重
要
な

場
合
は
親
会
社
監
査
人
に
報
告
す
る
。
海

外
子
会
社
監
査
人
が
親
会
社
経
理
に
直
接

コ
ン
タ
ク
ト
を
取
る
こ
と
は
な
い
。
海
外

子
会
社
や
親
会
社
監
査
人
の
メ
ン
ツ
を
考

え
れ
ば
、
両
者
を
飛
び
越
え
て
直
接
や
り

と
り
し
づ
ら
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
い
た

だ
け
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
海
外
子
会
社
の
監
査
に
問
題
が

生
じ
た
際
、
海
外
子
会
社
や
親
会
社
監
査

人
を
通
じ
て
情
報
が
す
ん
な
り
入
っ
て
く

れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
そ
う
も
い
か
な
い
こ

と
も
多
い
。
海
外
子
会
社
は
資
料
の
未
提

出
な
ど
自
分
た
ち
に
都
合
の
悪
い
こ
と
を

報
告
し
な
い
場
合
が
多
い
か
ら
だ
。ま
た
、

親
会
社
監
査
人
も
自
分
た
ち
の
手
続
で
手

一
杯
だ
っ
た
り
、
楽
観
的
に
捉
え
た
り
し

て
、
親
会
社
へ
の
報
告
が
遅
れ
る
こ
と
も

あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
海
外
子
会
社
の

監
査
に
お
い
て
親
会
社
監
査
人
は
間
接
的

な
立
場
に
な
り
や
す
い
の
で
、
ど
う
し
て

も
問
題
の
温
度
感
が
伝
わ
り
づ
ら
い
。
ま

た
、
海
外
子
会
社
監
査
人
も
親
会
社
監
査

人
に
報
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
質
問
や
追

加
報
告
に
よ
っ
て
仕
事
が
増
え
る
こ
と
は

避
け
た
い
。
こ
う
い
っ
た
状
況
に
言
語
の

壁
、
距
離
の
壁
が
重
な
り
、
海
外
子
会
社

で
生
じ
る
問
題
は
、
正
確
な
形
、
適
切
な

タ
イ
ミ
ン
グ
で
親
会
社
に
届
き
づ
ら
い
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
親
会
社
経
理
は
自

ら
海
外
子
会
社
監
査
人
の
持
っ
て
い
る
情

報
を
入
手
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ

る
。

親
会
社
監
査
人
と
子
会
社

監
査
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
方
法
と
そ
の
内

容⑴ 

親
会
社
監
査
人
と
子
会
社
監
査

人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法

次
に
、
親
会
社
経
理
が
把
握
し
づ
ら

い
、
連
結
財
務
諸
表
監
査
に
お
け
る
子
会

社
の
監
査
の
進
め
方
や
親
会
社
監
査
人
と

子
会
社
監
査
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

方
法
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
親
会
社
監
査

人
と
子
会
社
監
査
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
監
査
基
準
報
告
書
600

「
グ
ル
ー
プ
監
査
に
お
け
る
特
別
な
考
慮

事
項
」で
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
考
慮
す
べ

き
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
具
体

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
の
記
載

は
な
い
。
そ
の
た
め
、
監
査
人
の
経
験
で

も
な
い
限
り
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
の
か
、
経

理
に
と
っ
て
う
か
が
い
知
る
の
は
難
し

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
監
査
法
人
に

お
い
て
も
、
進
め
方
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る

の
で
安
心
し
て
ほ
し
い
。

ま
ず
初
め
に
、親
会
社
監
査
人
が「
オ
ー

デ
ィ
ッ
ト
・
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
ズ
」

と
い
う
指
示
書
を
子
会
社
監
査
人
に
送
付

親会社

国内子会社

親会社監査人

国内子会社監査人

（図表2）　親会社と国内子会社監査人の情報の流れ
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す
る
と
い
う
形
を
と
る
。オ
ー
デ
ィ
ッ
ト
・

イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
ズ
に
は
、
重
要
性

の
金
額
、
監
査
上
の
留
意
事
項
、
必
須
の

監
査
手
続
な
ど
の
他
に
、
子
会
社
監
査
人

が
提
出
す
べ
き
資
料
の
雛
形
と
そ
の
タ
イ

ム
テ
ー
ブ
ル
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
子
会
社
監
査
人
は
こ
の
指
示
書
に

記
載
の
留
意
事
項
や
監
査
上
の
重
要
性
に

従
い
な
が
ら
監
査
を
行
い
、
オ
ー
デ
ィ
ッ

ト
・
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
ズ
で
要
求
さ

れ
て
い
る
提
出
物
を
指
定
さ
れ
た
期
日
に

提
出
す
る
の
で
あ
る
。

必
要
に
応
じ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
を
行
っ
た
り
、
メ
ー
ル
の
や
り
取
り

を
し
た
り
す
る
も
の
の
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
軸
と
な
る
の
は
オ
ー
デ
ィ
ッ

ト
・
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
ズ
と
そ
れ
に

従
い
作
成
さ
れ
た
子
会
社
監
査
人
の
提
出

物
で
あ
る
。
こ
の
提
出
物
の
総
称
は
監
査

法
人
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
、「
デ
リ
バ
ラ

ブ
ル
」、「
ア
ペ
ン
デ
ィ
ッ
ク
ス
」、「
オ
ー

デ
ィ
ッ
ト
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」な
ど
と
呼

ば
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
デ
リ
バ
ラ
ブ

ル
と
表
現
す
る
。

デ
リ
バ
ラ
ブ
ル
は
、
監
査
基
準
が
要
求

す
る
事
項
に
従
う
た
め
、
ど
の
監
査
法
人

の
も
の
で
も
類
似
し
て
お
り
、
提
出
タ
イ

ミ
ン
グ
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
デ
リ
バ
ラ

ブ
ル
の
種
類
は
7
種
類
～
10
種
類
程
度
で

あ
る
場
合
が
多
い
が
、
種
類
の
違
い
は
区

分
け
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
大
枠
は
同
じ

で
あ
る
。
こ
こ
で
決
算
期
直
前
に
も
っ

と
も
確
認
す
べ
き
な
の
は
、「
ア
ー
リ
ー
・

ワ
ー
ニ
ン
グ
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」、「
コ
ン

プ
リ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」、
そ

し
て
監
査
意
見
の「
オ
ー
デ
ィ
ッ
ト
・
レ

ポ
ー
ト
」が
重
要
で
あ
る
。

話
は
逸
れ
る
が
、
国
際
監
査
基
準
600
に

お
い
て
、
親
会
社
の
監
査
人
は「
グ
ル
ー

プ
・
オ
ー
デ
ィ
タ
ー
」、
子
会
社
の
監
査

人
は「
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
・
オ
ー
デ
ィ

タ
ー
」に
該
当
す
る
。
本
文
に
お
い
て
は

理
解
し
や
す
さ
を
重
視
し
、「
親
会
社
監
査

人
」、「
子
会
社
監
査
人
」と
表
現
す
る
が
、

親
会
社
監
査
人
は
監
査
基
準
に
従
っ
た
呼

称
を
使
用
す
る
場
合
が
多
い
た
め
、
知
識

と
し
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

⑵
　
ア
ー
リ
ー
・
ワ
ー
ニ
ン
グ
・
メ

モ
ラ
ン
ダ
ム
と
コ
ン
プ
リ
ー
シ
ョ

ン
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム

ア
ー
リ
ー
・
ワ
ー
ニ
ン
グ
・
メ
モ
ラ
ン

ダ
ム
と
は
、
子
会
社
の
監
査
に
お
い
て
重

要
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
遅
延
・
会
計
上
の

問
題
が
生
じ
た
と
き
に
親
会
社
に
報
告
さ

れ
る
デ
リ
バ
ラ
ブ
ル
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
図
表
３
の
よ
う
な
事
項
が
生
じ
た
場
合

に
子
会
社
監
査
人
は
ア
ー
リ
ー
・
ワ
ー
ニ

ン
グ
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
親
会
社
監
査
人

に
報
告
す
る
。
提
出
時
期
は
決
ま
っ
て
お

ら
ず
、
監
査
終
了
前
ま
で
に
連
結
財
務
諸

表
の
監
査
に
影
響
が
あ
る
よ
う
な
重
要
な

問
題
が
生
じ
た
と
き
早
急
に
子
会
社
監
査

人
が
送
付
す
る
。な
お
、監
査
法
人
に
よ
っ

て
は
、
問
題
が
生
じ
た
ら
報
告
す
る
の
で

な
く
、
期
末
日
前
の
特
定
の
日
に
、
問
題

が
な
い
場
合
に
も
問
題
な
い
旨
、
報
告
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

コ
ン
プ
リ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム

と
は
、
後
発
事
象
以
外
の
手
続
が
完
了
し

た
と
き
、
つ
ま
り
子
会
社
の
監
査
手
続
が

ほ
ぼ
終
了
し
た
時
に
、
監
査
意
見
と
同
じ

タ
イ
ミ
ン
グ
で
親
会
社
監
査
人
に
提
出
さ

れ
る
デ
リ
バ
ラ
ブ
ル
で
あ
る
。
報
告
す
る

項
目
と
し
て
は
、
ア
ー
リ
ー
・
ワ
ー
ニ
ン

グ
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、

監
査
の
終
了
時
点
で
図
表
３
に
記
載
さ
れ

て
い
る
事
項
の
有
無
の
再
確
認
、
当
該
事

項
に
対
す
る
実
施
し
た
監
査
手
続
、
結
論

が
記
載
さ
れ
る
。な
お
、コ
ン
プ
リ
ー
シ
ョ

ン
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
や
監
査
意
見
の
子
会

社
監
査
人
の
締
切
り
は
、
通
常
、
子
会
社

が
親
会
社
に
監
査
済
み
の
連
結
パ
ッ
ケ
ー

ジ
を
提
出
す
る
日
と
同
日
に
設
定
さ
れ
て

い
る
。

親
会
社
経
理
の
確
認
事
項

⑴
　
海
外
子
会
社
全
体
の
確
認

前
記
に
お
い
て
、
親
会
社
監
査
人
と
子

会
社
監
査
人
が
オ
ー
デ
ィ
ッ
ト
・
イ
ン
ス

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
ズ
と
そ
の
デ
リ

バ
ラ
ブ
ル
を
中
心
と
し
て
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ

と
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
と

思
う
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、

オ
ー
デ
ィ
ッ
ト
・
イ
ン
ス
ト
ラ

ク
シ
ョ
ン
ズ
と
デ
リ
バ
ラ
ブ
ル

は
監
査
調
書
に
該
当
す
る
た

め
、
一
部
を
除
い
て
原
則
的
に

会
社
に
開
示
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
た
だ
、
ア
ー
リ
ー
・
ワ
ー

ニ
ン
グ
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
重

要
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
、コ
ン
プ
リ
ー
シ
ョ
ン
・

（図表３）　アーリー・ワーニング・メモランダムに記載される
項目例

・予定している監査意見が無限定意見以外である場合
・監査意見をスケジュールどおりに表明できない場合
・会社のビジネスや財務にかかる事項の重要な変化
・当期生じた重要な取引
・会計上・監査上の重要な問題
・不正
・税務上の問題
・法令違反や係争案件
・修正済み、未修正の虚偽表示
・内部統制の重要な不備
・会計方針の変更
・財務諸表上の見積りや判断にかかる事項
・関係会社取引
・ゴーイング・コンサーンに係る事項
・未解決事項
・その他重要な事項

実務解説
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メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
特
別
な
記
載
事
項
が
な

い
か
ど
う
か
の
質
問
を
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
る
は
ず
な
の
で
、
親
会
社
経
理
は
確
認

し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
デ
リ
バ
ラ
ブ
ル

の
回
収
状
況
も
確
認
し
、
提
出
が
遅
れ
て

い
る
子
会
社
に
は
親
会
社
経
理
か
ら
も
働

き
か
け
た
い
。

た
だ
し
、
海
外
子
会
社
の
進
捗
状
況
把

握
の
た
め
に
過
剰
な
要
求
を
し
て
、
親
会

社
監
査
人
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
影
響
を
与

え
て
し
ま
っ
た
ら
本
末
顛
倒
で
あ
る
。
親

会
社
経
理
は
あ
く
ま
で
、「
連
結
の
監
査
の

た
め
に
知
り
た
い
」と
い
う
姿
勢
で
あ
り

た
い
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
監
査
法
人

と
の
決
算
直
前
の
打
ち
合
わ
せ
で
、
議
題

の
１
つ
と
し
て
海
外
子
会
社
の
監
査
の
状

況
を
加
え
、
そ
れ
に
伴
う
デ
リ
バ
ラ
ブ
ル

の
回
収
状
況
や
デ
リ
バ
ラ
ブ
ル
内
の
重
要

な
報
告
の
有
無
を
確
認
す
る
な
ど
の
方
法

が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑵
　
各
海
外
子
会
社
の
確
認

デ
リ
バ
ラ
ブ
ル
の
状
況
に
つ
い
て
子
会

社
全
体
の
確
認
が
で
き
た
ら
、
親
会
社
経

理
は
各
海
外
子
会
社
の
状
況
を
確
認
し
た

い
。
子
会
社
の
監
査
意
見
付
き
連
結
パ
ッ

ケ
ー
ジ
の
状
況
に
応
じ
て
対
応
が
必
要
で

あ
る
が
、
主
に
図
表
４
の
３
つ
に
分
類
で

き
る
。

子
会
社
か
ら
親
会
社
に
連
結
パ
ッ
ケ
ー

ジ
を
提
出
す
る
日
は
も
ち
ろ
ん
決
ま
っ
て

い
る
は
ず
だ
。
12
月
決
算
の
海
外
子
会
社

は
3
カ
月
の
決
算
期
の
ず
れ
が
あ
る
の

で
、
3
月
中
旬
で
あ
れ
ば
、
提
出
日
が
す

で
に
到
来
し
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い

だ
ろ
う
。
各
海
外
子
会
社
が
Ａ
か
ら
Ｃ
の

ど
の
状
況
か
確
認
す
べ
き
で
あ
る
。

Ａ
の
連
結
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
未
提
出
の
場

合
、
早
急
に
提
出
を
促
す
と
と
も
に
、
遅

延
理
由
の
確
認
、
提
出
予
定
日
の
情
報
を

海
外
子
会
社
に
問
い
合
わ
せ
、
親
会
社
監

査
人
に
も
共
有
す
る
。そ
し
て
ア
ー
リ
ー
・

ワ
ー
ニ
ン
グ
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
が
提
出
さ

れ
て
い
る
か
、
何
ら
か
遅
延
す
る
よ
う
な

兆
候
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
親

会
社
監
査
人
か
ら
今
一
度
情
報
入
手
す
べ

き
で
あ
る
。
ア
ー
リ
ー
・
ワ
ー
ニ
ン
グ
・

メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
記
載

が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、

親
会
社
か
ら
海
外
子
会

社
に
協
力
で
き
る
こ
と

が
な
い
か
検
討
す
る
。

た
と
え
ば
、
海
外
子
会

社
の
作
業
遅
延
で
あ
れ

ば
、
作
業
を
巻
き
取
る

な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、

海
外
子
会
社
が
主
張
す

る
遅
延
理
由
と
海
外
子

会
社
監
査
人
が
主
張
す

る
遅
延
理
由
の
す
り
合

わ
せ
も
重
要
だ
ろ
う
。

Ｂ
の
連
結
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
提
出
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
監
査
意
見
が
表
明
さ
れ
て

い
な
い
場
合
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
も
Ａ
と

対
応
は
ほ
ぼ
同
様
で
、
海
外
子
会
社
へ
の

問
い
合
わ
せ
、
親
会
社
監
査
人
へ
の
情
報

提
供
、
ア
ー
リ
ー
・
ワ
ー
ニ
ン
グ
・
メ
モ

ラ
ン
ダ
ム
に
つ
い
て
の
情
報
入
手
が
必
要

で
あ
る
。
監
査
意
見
が
出
な
い
の
は
、
連

結
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
監
査
上
で
解
決
さ
れ
て

い
な
い
論
点
が
発
生
し
て
い
る
か
、
必
要

な
資
料
を
提
供
で
き
て
い
な
い
か
、
監
査

に
ま
だ
時
間
が
か
か
る
の
か
、
こ
れ
ら
の

複
合
が
原
因
で
あ
る
。
Ｂ
の
状
況
も
Ａ
と

同
様
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
が
、
連
結

パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
提
出
さ
れ
て
い
て
も
、
そ

の
監
査
が
終
了
し
て
い
な
け
れ
ば
、
連
結

財
務
諸
表
の
監
査
の
遅
延
の
大
き
な
理
由

に
な
る
。
連
結
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
提
出
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
の
み
に
よ
っ
て
、
子
会

社
の
監
査
の
進
捗
状
況
を
判
断
し
な
い
よ

う
に
し
た
い
。

Ｃ
の
監
査
意
見
付
き
の
連
結
パ
ッ
ケ
ー

ジ
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
だ
が
、
連
結

パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
監
査
意
見
が
付
さ
れ
て
い

る
か
ら
と
い
っ
て
安
心
は
で
き
な
い
。
提

出
さ
れ
た
監
査
報
告
書
の
監
査
意
見
の
種

類
が
重
要
で
あ
り
、
連
結
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の

す
べ
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表

示
し
て
い
る
旨
の
意
見
で
あ
る
、
無
限
定

意
見
か
ど
う
か
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
。

監
査
意
見
の
種
類
に
関
し
て
は
図
表
５
に

示
し
た
。

無
限
定
意
見
は
英
文
で「U

nm
odified 

O
pinion

」と
な
る
。
重
要
な
虚
偽
表
示
が

あ
る
場
合
や
十
分
か
つ
適
切
な
監
査
証
拠

が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
の
意
見
で
あ
る
除

外
事
項
付
意
見
が「M

odified O
pinion

」

で
あ
る
。M

odified O
pinion

は
重
要
性

や
状
況
に
よ
っ
て「Q

ualified O
pinion

」、

「A
dverse O

pinion

」、「D
isclaim

er　

of O
pinion

」の
3
種
類
に
分
か
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
限
定
意
見
の
英
語
表
記
が

（図表４）　監査意見付き連結パッケージの提出期限
が到来した場合の各子会社の状況

A：連結パッケージが未提出の場合
B：連結パッケージが提出されているものの、監査意
見がまだ表明されていない場合

C：連結パッケージも監査意見も提出されている場合

（図表５）　監査意見の種類とその英文表記

Unmodified Opinion
（無限定意見)

Modified Opinion
 (除外事項付意見）

Qualified Opinion
(限定意見)

Adverse Opinion
(否定的意見)

Disclaimer of Opinion
(意見不表明)
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角元　兼太郎（かくもと・けんたろう） 
BEYOND BOUNDARIES 
角元公認会計士事務所代表
公認会計士
理系大学院修了後、有限責任 あずさ監査法
人の国際部門、事業会社経理管理職、独系
法律特許事務所グループの監査部門パート
ナーを経て独立。「被監査会社の不満を解消す
る監査」を掲げ、外資系日本法人を中心に監
査対応や決算支援を行う。親会社監査人を
問わない子会社監査や、グループ・アカウン
ティング・マニュアル作成など、実務に即し
た希少性の高いサービスを展開している。

Q
ualified O

pinion

で
あ
る
。
慣
れ
て
い

な
い
担
当
者
が
海
外
子
会
社
の
管
理
を
行

う
とQ

ualified　

O
pinion

を「
資
格
の

あ
る
意
見
」と
訳
し
て
し
ま
い
、
連
結
パ
ッ

ケ
ー
ジ
に
問
題
が
な
い
と
判
断
し
ま
う

ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で
注
意
し
た
い
。

無
限
定
意
見
か
除
外
事
項
付
意
見
の

簡
単
な
判
別
方
法
と
し
て
は
、
監
査
意

見
の
頭
の
区
分
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
で

あ
る
。
英
文
の
監
査
意
見
の
最
初
の
区
分

が「O
pinion

」の
場
合
はU

nm
odified 

O
pinion

、
適
正
表
示
の
無
限
定
意
見
だ

が
、
そ
れ
以
外
の「Q

ualified O
pinion

」

等
の
場
合
は
、
連
結
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
重
要

な
問
題
が
生
じ
て
い
る
除
外
事
項
付
意
見

な
の
で
注
意
し
た
い
。
監
査
意
見
に
つ
い
て

よ
り
詳
細
に
知
り
た
い
方
は
監
査
基
準
報

告
書
の
700
お
よ
び
705
な
ど
に
日
本
語
の
、

国
際
監
査
基
準
700
お
よ
び
705
に
英
文
の
監

査
意
見
の
雛
形
が
あ
る
の
で
確
認
い
た
だ

き
た
い
。
無
限
定
意
見
が
出
て
い
た
と
し

て
も
、
重
要
な
海
外
子
会
社
や
期
中
に
問

題
が
起
き
た
会
社
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
プ

リ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
何
ら
か

の
留
意
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
か
か

ど
う
か
、
念
の
た
め
親
会
社
監
査
人
に
確

認
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
12
月
決
算
の
子
会
社
の
連
結

パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
提
出
日
、
監
査
の
終
了
日

が
3
月
下
旬
以
降
、
特
に
4
月
に
入
っ
て

い
る
場
合
、
そ
も
そ
も
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

が
適
切
か
ど
う
か
、
来
期
以
降
検
討
す
る

余
地
が
あ
る
。
海
外
子
会
社
の
監
査
で
、

問
題
が
発
生
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
組
ん

で
い
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
る
場
合
が
多

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

問
題
が
生
じ
て
い
る
場
合

の
対
応

前
記
に
お
い
て
、
親
会
社
経
理
が
確
認

す
べ
き
事
項
を
説
明
し
て
き
た
が
、
海
外

子
会
社
で
問
題
が
生
じ
て
い
る
と
判
明
し

た
場
合
、
親
会
社
経
理
は
実
際
に
何
を
す

れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
状
況

が
考
え
ら
れ
る
が
、
起
き
や
す
い
状
況
に

つ
い
て
説
明
す
る
。

会
計
上
未
解
決
の
論
点
や
海
外
子
会
社

監
査
人
か
ら
修
正
を
要
求
さ
れ
て
い
る
事

項
が
発
生
し
て
い
る
場
合
、
ま
ず
把
握
す

べ
き
事
項
は
金
額
感
と
解
決
時
期
の
把
握

で
あ
ろ
う
。
海
外
子
会
社
に
と
っ
て
は
金

額
的
に
重
要
性
の
あ
る
問
題
だ
と
し
て

も
、
連
結
全
体
で
は
さ
ほ
ど
重
要
性
が
な

い
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
海
外
子
会
社
監

査
人
か
ら
修
正
を
求
め
ら
れ
て
い
る
事
項

が
あ
り
、
親
会
社
の
手
前
、
海
外
子
会
社

が
拒
ん
で
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
間
に

入
っ
て
海
外
子
会
社
監
査
人
の
要
求
を
受

け
入
れ
る
よ
う
に
指
示
を
す
る
こ
と
も
必

要
だ
ろ
う
。

監
査
資
料
の
未
提
出
の
問
題
で
あ
れ

ば
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
設
定
し
直
し
、
資

料
の
提
出
を
親
会
社
か
ら
も
促
す
、
親
会

社
経
理
な
ど
が
変
わ
っ
て
作
業
す
る
な
ど

の
対
応
が
必
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
期
中

に
解
消
す
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
海
外

子
会
社
の
担
当
者
に
と
っ
て
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
や
連
結
パ
ッ
ケ
ー

ジ
の
税
効
果
関
係
の
注
記
部
分
は
難
し
い

こ
と
も
あ
る
の
で
留
意
し
た
い
。
ま
た
、

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
遅
延
は
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク

の
正
確
な
把
握
が
必
要
に
な
る
た
め
、
海

外
子
会
社
、
海
外
子
会
社
監
査
人
の
双
方

の
意
見
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
ず

れ
の
場
合
に
お
い
て
も
海
外
子
会
社
と
海

外
子
会
社
監
査
人
の
話
し
合
い
の
み
で
解

決
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
だ
。
メ
ー
ル
の

宛
名
に
親
会
社
経
理
を
含
め
る
よ
う
指
示

し
て
、正
確
な
情
報
把
握
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
親
会
社
監
査
人
を
適
切
に
巻
き
込

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

金
額
的
に
大
き
い
事
項
や
、
解
決
に
時

間
が
か
か
り
そ
う
な
場
合
は
、
親
会
社
監

査
人
と
の
討
議
が
必
要
で
あ
り
、
連
結
の

監
査
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
生
じ
る
か
、

早
い
段
階
で
確
認
を
行
っ
た
ほ
う
が
よ
い

だ
ろ
う
。

さ
い
ご
に

以
上
、
海
外
子
会
社
監
査
に
お
い
て
親

会
社
経
理
が
把
握
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
ま

と
め
て
き
た
。
本
稿
を
参
考
に
、
親
会
社

監
査
人
か
ら
海
外
子
会
社
の
情
報
を
入
手

し
、
海
外
子
会
社
の
監
査
人
と
も
関
係
を

築
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

筆
者
は
外
資
系
企
業
の
海
外
子
会
社
監

査
人
と
し
て
の
業
務
を
す
る
こ
と
が
多

い
。
監
査
を
円
滑
か
つ
効
率
的
に
進
め
る

た
め
に
は
、
親
会
社
経
理
と
の
良
好
な
関

係
構
築
が
不
可
欠
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
に

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
た
い
と
考

え
て
い
る
。
本
稿
が
ス
ム
ー
ズ
な
決
算
お

よ
び
親
会
社
経
理
と
海
外
子
会
社
監
査
人

の
関
係
性
の
向
上
に
つ
な
が
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

実務解説


